
 

平成 30年 5月 8日 

東洋大学 

 

東洋大学経営学部教授による研究活動における不正行為（盗用）の認定について 

 

本学経営学部教授（当時）が平成 23年～平成 29年に発表した 7論文に盗用と二重投稿

（不適切な引用）の疑いがある旨の告発を受け，本学では，調査委員会を設置し調査を行

った。その結果，特定不正行為（盗用）と不正行為（二重投稿（不適切な引用））を認定

したので東洋大学研究倫理規程第 20条に基づき公表する。 

  

1.概要 

   本件は、本学経営学部教授（当時）が平成 23年～平成 29年に「経営論集」（東洋大学経

営学部紀要）に発表した 7論文について、他者の論文等からの盗用と二重投稿（不適切な

引用）の疑いがある旨の告発を受け、東洋大学研究倫理委員会規程に基づき、調査委員会

を設置し、調査委員会において、指摘があった同教授の論文と盗用されたとする論文およ

び二重投稿（不適切な引用）とされた同教授の論文について照合し、対照表を作成すると

ともに、同教授への事情聴取を行ったものである。 

   調査の結果、研究活動における特定不正行為（盗用）と不正行為（二重投稿（不適切な

引用））が行われたものと認定した。 

 

2.本学における調査の体制、調査方法、調査結果等について 

（1） 調査委員会における調査体制（調査委員会委員の構成） 

坂本 恵三 東洋大学法務研究科 教授 【責任者】 

（東洋大学研究倫理委員会規程第 8条（1）委員） 

佐々木啓介 東洋大学経済学研究科 教授 

 （東洋大学研究倫理委員会規程第 8条（1）委員） 

柏木 俊彦 柏木・田澤法律事務所 弁護士 

（東洋大学研究倫理委員会規程第 8条（2）委員） 

吉田  肇 宇都宮共和大学シティライフ学部 教授 

（東洋大学研究倫理委員会規程第 8条（2）委員） 

（2） 調査の方法等 

   1）調査対象 

      ア）対象者 ：本学経営学部教授（当時） 

      イ）対象論文 

        告発者から不正行為の疑いがあるとの指摘があった 7論文 

        （同教授が平成 23年 3月から平成 29年 3月中に発表した論文） 

   2）調査方法 



   告発において指摘のあった論文と盗用されたとする論文および二重投稿（不適切な引用）

とされた同教授の論文について照合し、調査委員会において照合表を作成し精査するとと

もに、同教授及び告発者から事情聴取を行った。 

3）調査委員会開催日時 

平成 29年 

10月 25日  予備調査委員会開催 

11月 21日 第 1回本調査委員会開催 

12月 20日 第 2回本調査委員会開催（被告発者聴取） 

平成 30年 

１月 11日 第 3回本調査委員会開催（告発者聴取） 

（3） 本事案に対する調査委員会の調査結果を踏まえた結論 

    告発者から研究活動における不正行為の疑いがあると指摘があった、同教授が発表した

7論文に関し、調査委員会による調査結果を踏まえた結論は以下のとおり。 

（結論）  

告発のあった論文の 101箇所について、対照表による精査及び同教授の弁明を総合的に 

検証し、82箇所を東洋大学研究倫理委員会規程で定義する研究活動における特定不正行為

である「盗用」が行われたものと認定し、19箇所を東洋大学研究倫理委員会規程で定義す

る研究活動における不正行為である「二重投稿（不適切な引用）」が行われたものと認定し

た。 

（認定理由） 

告発のあった論文の 82箇所において、他者の論文等とほぼ同一の文章が、引用のルール

に則っておらず、引用文と本文の区別なく記載されていること。また 19箇所において、自

身の論文とほぼ同一の文章が、引用のルールに則っておらず、引用文と本文の区別なく記

載されていること。同教授は事情聴取において「論文作成時に参考文献名や出典を記載し

なかったことは確かであり、形式も含めて校正に細心の注意を払わなかったと認識してい

る。また、研究者としての倫理に関する認識が欠けていたことを深く反省している」旨を

述べた。 

 

3.認定した不正行為に直接関連する経費の支出について 

  本学の学内研究費の井上円了記念研究助成や経営学部一般研究費により実施された研究

活動であるが、特定不正行為（盗用）及び不正行為（二重投稿（不適切な引用））と認定さ

れた論文の作成過程において直接的に関係する支出は認められなかった。 

 

4.競争的資金等の執行停止等の措置 

   競争的資金等の因果関係が認められる経費の支出はなかったことから、執行停止等の措

置は講じていない。 

 

5.本学が行った措置 



    同教授は平成 30年 3月 31日に依願退職したため、学内規程に基づき処分の対象とはし

ない。 

「経営論集」（東洋大学経営学部紀要）の発行責任者である経営学部長に対し、当該論文

の取下げの勧告を行った。 

 

6.発生要因 

本学では、平成 19年 2月 23日に「東洋大学研究倫理委員会規程」、平成 20年４月 1日

に「学校法人東洋大学行動規範」、平成 27年 4月 1日には、「東洋大学研究倫理規程」を制

定している。これらの規程等に基づき、不正行為の申立窓口や調査体制の整備、調査の手

順等を確立する他、CITI Japanの e-ラーニングやコンプライアンス研修を実施し、研究者

に受講を義務づけ、研究者倫理の向上や不正行為防止対策に努めてきた。 

同教授も平成 27年 11月に CITI Japanのｅ-ラーニングプログラムの「責任ある研究行

為（ダイジェスト）」を修了している。それにも関わらず、修了後である平成 28 年 3 月と

平成 29年 3月に、盗用等が行われた論文が発表されている。このことから、本件は、同教

授の研究者倫理の欠如により引き起こされたと言える。 

また、「経営論集」（東洋大学経営学部紀要）については、投稿論文と他の論文等の類似

性のチェックがなされていなかった。 

 

7.再発防止策 

  本学では、研究に関する最高管理責任者（学長）、統括管理責任者（研究担当副学長）、

全ての研究倫理教育責任者（学部長・研究科長・研究所長等の部局責任者）に以下の研究

倫理教育の継続を命じる。 

・教職員に対し、CITI Japan の e-ラーニングの定期的な受講を徹底させる。 

・CITI Japanの e-ラーニングを受講済みの教職員に対しても、定期的に、研究倫理に関

する研修会等を開催し、研究者倫理の向上及び不正行為防止を周知徹底する。 

・新任教員に対しては、新任教員ガイダンス等において、研究者倫理の向上及び不正行

為防止を周知徹底する。 

また、学術論文の紀要の編集に際して以下を命じる。 

・部局においては、学術論文を掲載する紀要等の投稿規程・チェック体制等を精査し、

同様の研究不正が防止できる仕組みを適切に整える。 

・学術論文の投稿の際には、投稿者あるいは部局が、投稿論文と他の論文等の類似性を

チェックするソフトを事前に使用する。 

 

以上 


